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広報

長井市特別定額給付金実施本部（事務局：市地域づくり推進課）

特別定額給付金(1人当たり10万円)

申請書の受付を開始しています

申請書類の提出はお早めに！！

受付期間(郵送申請)　7月31日㈮まで（当日消印有効）

※返信用封筒を同封しています。切手は不要ですので、

　申請書と添付書類を封筒に入れ、郵送で提出してください。

給付金申請書受付順に申請内容を確認します。確認が終了次第、金融機関へ振り込みの手続きを行います。

振込日については、別途、市から郵送する「特別定額給付金 給付決定通知書」によりお知らせします。

実施本部専用ダイヤル　☎ (83)6025

申請から振り込みまでの流れ

申請にあたっての注意点については次ページをご覧ください。

給付金の申請書は、世帯主宛に郵送しています。ご確認いただき、お早めに申請書の提出をお願いします。

申請については、郵送申請またはオンライン申請で！

【これまでの申請数 (5月8日時点)】

5月1日受付開始以降、これまでに郵送及びオンライン申請合わせて約7,000件の申請をいただいております。

※申請をいただいてから、振り込みまでに時間（1週間～10日程度）を有する場合がありますので、あらかじめ

　ご了承ください。

画像にある書類一式を世帯主宛にお送りしております。　⇒

＜オンライン申請について＞

マイナンバーカードを取得済みの人は、郵送申請の他に、政府が運営するオンラインサービス

「マイナポータル」からも申請が可能です。
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添付書類をご確認ください！

●申請者本人（世帯主）確認書類の

写し（下記のいずれか1つ）

・運転免許証

・マイナンバーカード

・パスポート

・各種保険者証

・年金手帳

・各種年金証書　など

代理申請の場合は、代理人の本人

確認書類の写しも必要です。

●口座情報確認書類の写し

　（下記のいずれか1つ）

・通帳

・キャッシュカード

◇口座番号、口座名義人(カタカナ表記)

　がわかる部分をコピーしてください。

●申請書に添付書類がない場合

申請書に申請者本人確認書類(代理人含む)及び口座情報確認書類の写しの添付がなかった場合は、再度

郵送で書類添付の案内をお送りします。

◇本人確認、口座情報確認ができ次第、手続きを行いますので、通常より振り込みまでにお時間をいただ

　きます。あらかじめご了承ください。

長井市特別定額給付金実施本部（事務局：市地域づくり推進課）

実施本部専用ダイヤル　☎ (83)6025

【例　ゆうちょ銀行の通帳の場合】

（申請書裏面）

【例　運転免許証の場合】

～特別定額給付金の申請書を提出する前に～





公共下水道が整備される区域はその使用により利便性向上などの恩恵を受けることになります。このため、

下水道整備地域の土地所有者、または権利者から事業費の一部を負担していただくのが「受益者負担金制度」

です。

昨年度までに受益者申告をした人で、申告後に売買、または賃貸した場合など、受益地の申告内容に変更

があるときは、旧受益者と新受益者の双方の押印をした受益者変更届の提出が必要となります。また、農地

などの理由で負担金が徴収猶予になっていた土地を宅地化した場合なども届出が必要です。市上下水道課下

水道業務係までお問い合わせください。

地下水を使用している人は下水道使用料に使用人数が関わります。居住する人数に変更があった場合は市上

下水道課下水道業務係までご連絡ください。

公共下水道は、私たちの日々の暮らしの中から排出される生活排水や工場からの排水などを浄化して、川

を汚さないようにするなど、生活環境から守るための施設です。

先人から受け継いだ長井市の美しい環境を守り育てていくために、ぜひ公共下水道をご利用ください。

家庭の台所や風呂などからの排水を公共下水道に流すためには、排水設備の工事が必要となります。

■排水設備工事の申し込み

　公共下水道への接続工事は、「指定下水道工事店」への申し込みが必要です。下水道工事に関する手続きな

ども代行していただけますので、必ず指定下水道工事店に依頼してください。なお、指定下水道工事店につ

いては、長井市のホームページをご覧いただくか、市上下水道課下水道業務係にお問い合わせください。

公共下水道への接続に伴う水洗便所などの改造資金については、市内金融機関のご協力により、資金の融

資あっ旋を行い、その利子について補給を行う制度を設けています。

■長井市水洗便所等融資あっ旋補給制度

○融資限度額　100万円（工事費用に応じて100万円まで、1万円単位での融資が可能です）

○返済期限　　60カ月（5年）以内（返済は、融資を受けた翌月から元金を均等償還します）

○利子補給について

　①公共下水道の供用開始の告示日から、3年以内に工事を行うとき　無利子（利子は100㌫市で補給）

　②公共下水道の供用開始の告示日から、3年を過ぎてから工事を行うとき　3㌫を超えた利子分を市で補給

○あっ旋の条件　市税や受益者負担金を滞納していないことなど条件があります。また法人は除きます。

　　　　　　　　詳しくは、市上下水道課下水道業務係にお問い合わせください。

長井市の公共下水道が使用できるようになってから 32 年が経ちました。現在、公共下水道の使用は約

5200 世帯にのぼり、公共下水道を使用できる区域に住んでいる人の約 89％が使用していることになります。

～私たちの未来のために～

そもそも公共下水道って？

新たに公共下水道に接続するには

融資あっ旋利子補給制度について

受益者負担金制度について

受益地の申告内容を変更する場合は、届け出が必要です

地下水を使用している人へ

※問い合わせ　市上下水道課下水道業務係☎(83)3389
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令和2年度公共下水道供用開始区域
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6月の市民課延長窓口

１ 日月  ・８日月    

　市民課（1 番窓口）では、以下の業務につ

いて午後 6 時まで窓口を延長しています。

【マイナンバーカードの申請、住民票の写し、

戸籍全部（個人）事項証明書、所得証明書、印

鑑登録証明書などの交付ができます。運転免

許証などの身分証明書をお持ちください】

※問い合わせ　市役所市民課☎（87)0681

 15日月  ・22日月  ・29日月      

今月の納税

納期限　6月1日 月

●固定資産税（1期）

●保育料等5月分

◇納付に関して不明な点や相談

がある場合は、市税務課収納

係までご連絡ください。

※問い合わせ 市税務課収納係

　☎（87)0683

令和元年度

 人権啓発標語コンテスト

 入選

支え合う

心が笑顔の

架け橋に

金田 けさ子 さん

森

地区（住所） 提出日

平野
平山 6月1日㈪

九野本 6月2日㈫、3日㈬
中央 6月4日㈭

伊佐沢 6月5日㈮

豊田
泉・時庭・河井 6月8日㈪

歌丸・今泉 6月9日㈫

西根

寺泉 6月10日㈬
草岡 6月11日㈭

川原沢・勧進代 6月12日㈮

致芳
五十川 6月15日㈪

成田・白兎・森 6月16日㈫

■農業者年金現況届提出日

ク
マ
・
イ
ノ
シ
シ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

6月のマイナンバーカード窓口

 14日日  ・28日日    
午前9時～午後0時45分

●申　請　通知カード、本人確認書類をお持
ちください。

◇顔写真は市民課でも撮影できます。
●カードの受け取り　交付通知はがき、通知

カード、本人確認書類（2点）、印鑑、住基カー
ド（お持ちの人）を持ってお越しください。

●カードの更新　マイナンバーカードをお持
ちください。

※問い合わせ　市役所市民課☎（87）0681

6月の相談コーナー
弁護士相談（要予約）

　17日㈬ 10：00～15：10

司法書士相談（要予約） 

　10日㈬ 10：00～12：00

社会保険労務士相談（要予約） 

　9日㈫ 10：00～12：00

人権相談

　18日㈭ 10：00～12：00

行政相談（要予約）

　11日㈭ 10：00～12：00

行政書士相談 

　23日㈫ 10：00～12：00

年金相談（場所 /白鷹町中央公民

館、要予約 /白鷹町役場町民課戸

籍年金係）☎ 0238（85）6129

　17日㈬ 10：00～14：00

結婚相談・消費生活相談

毎週月曜日～金曜日

9：00～ 16：30

◎相談は無料、秘密は守られます。

お気軽にご相談ください。

※問い合わせ　市役所市民相談セ

ンター☎（87）0682
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連
携
し
て
、
大
学
な
ど
を
卒

業
後
、
一
定
期
間
県
内
で
居
住
・
就
業
し
た

場
合
、
奨
学
金
の
返
還
を
支
援
し
ま
す
。
制

度
の
詳
細
や
提
出
書
類
に
つ
い
て
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
対

　象
　
次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

①
日
本
国
内
に
所
在
す
る
大
学
院
修
士
課
程
、

高
等
専
門
学
校
（
第
４
、５
学
年
及
び
専

攻
科
に
限
る
）
、
短
期
大
学
ま
た
は
専
修

学
校
専
門
課
程
に
令
和
２
年
度
在
学
中

の
人

②
日
本
学
生
支
援
機
構
第
一
種
、
第
二
種
ま

た
は
公
益
社
団
法
人
長
井
教
育
会
奨
学

金
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
人

③
次
の
対
象
産
業
分
野
へ
の
就
業
を
希
望
す

る
人
（
公
務
員
は
対
象
外
）
㋐
商
工
分
野

㋑
農
林
水
産
分
野
㋒
建
設
分
野
㋓
医
療
・

福
祉
分
野
（
医
師
、
看
護
士
、
介
護
福
祉

士
、
保
育
士
を
除
く
）
㋔
そ
の
他
（
本
県

の
中
核
的
企
業
な
ど
を
担
う
リ
ー
ダ
ー

的
人
材
の
確
保
に
資
す
る
場
合
）

●
助
成
金
額
　
奨
学
金
の
返
還
残
額
ま
た
は

令
和
２
年
４
月
以
降
に
奨
学
金
の
貸
与

を
受
け
た
月
数
に
2
万
6
千
円
を
乗
じ

た
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額
が
上
限

●
提
出
書
類
　
次
の
書
類
を
2
部
（
原
本
及

び
原
本
の
写
し
）提
出

〇
日
本
学
生
支
援
機
構
第
一
種
、
第
二
種
奨

学
金
を
貸
与
し
て
い
る
場
合

　
①
認
定

申
請
書
②
成
績
証
明
書
③
家
計
支
援
者

の
所
得
に
関
す
る
証
明
書
の
写
し
④
予

約
採
用
決
定
通
知
書
、
奨
学
金
貸
与
証

明
書
ま
た
は
奨
学
生
証
の
写
し
（
④
に
つ

い
て
は
予
約
採
用
者
ま
た
は
既
に
奨
学

金
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
人
の
場
合
）

〇
長
井
教
育
会
の
奨
学
金
を
貸
与
し
て
い
る

場
合

　
①
認
定
申
請
書
②
奨
学
金
貸
与

申
請
書
類
の
長
井
市
へ
の
提
供
承
諾
書

●
募
集
人
数

　
４
人

●
募
集
期
間

　
５
月
29
日
㈮
午
後
5
時
必
着

　

◇
審
査
結
果
は
７
月
上
旬
ま
で
文
書
で
通
知

し
ま
す
。

●
助
成
方
法

　
助
成
金
額
は
、
山
形
県
が
日

本
学
生
支
援
機
構
ま
た
は
長
井
教
育
会

に
対
し
て
支
払
い
ま
す
。

◇
大
学
な
ど
を
卒
業
後
、
6
カ
月
以
内
に
県

内
に
居
住
し
、
か
つ
対
象
産
業
分
野
へ

3
年
間
就
業
し
た
場
合
に
助
成
し
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ

　
市
総
合
政
策
課
☎
（
87
）

０
７
１
４

●
申
込
方
法
　
申
込
用
紙
に
記
入
し
、
市
農

林
課
へ
提
出

●
募
集
期
間
　
令
和
3
年
２
月
26
日
㈮
ま
で

●
募
集
区
域
　
市
内
農
業
振
興
地
域
（
大
字

単
位
）

●
留
意
事
項
　
①
過
去
に
申
し
込
み
し
た

人
は
申
込
不
要
②
借
受
希
望
者
の
申
請

内
容
を
一
部
公
表
③
賃
貸
借
の
期
間
は
、

原
則
10
年
以
上

※
問
い
合
わ
せ

　
市
農
林
課
農
政
振
興
係

　☎（
87
）０
８
３
１

●
募
集
職
種

　行
政
職
（
上
級
）若
干
名

●
受
験
資
格

　
次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
人

①
平
成
3
年
4
月
2
日
か
ら
平
成
11
年
4
月

1
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

②
平
成
11
年
4
月
2
日
以
降
に
生
ま
れ
た
人

で
、
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
）を
卒
業

し
た
人
ま
た
は
令
和
3
年
3
月
31
日
ま

で
に
卒
業
見
込
み
の
人

●
採
用
予
定
日

　
令
和
3
年
4
月
1
日

●
試
験
期
日

　
7
月
12
日
㈰

●
試
験
会
場

　公
立
置
賜
総
合
病
院

●
受
付
期
間

　
6
月
17
日
㈬
必
着

※
問
い
合
わ
せ

　
公
立
置
賜
総
合
病
院
総
務

課
職
員
係
☎
０
２
３
８（
46
）５
０
０
０

●
受
験
資
格
　
昭
和
60
年
４
月
２
日
か
ら
平

成
15
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

で
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学

を
除
く
）を
卒
業
し
た
人
、
ま
た
は
令
和

３
年
３
月
31
日
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の

人
（
人
事
委
員
会
が
同
等
と
認
め
る
人
を

含
む
）

●
受
付
期
間
　
６
月
15
日
㈪
ま
で

●
第
１
次
試
験
日
　
７
月
12
日
㈰

◇
内
容
が
変
更
に
な
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、

受
験
案
内
及
び
山
形
県
職
員
採
用
案
内

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ

　
長
井
警
察
署
☎
（
84
）０

　

１
１
０

農
地
中
間
管
理
事
業
に
よ
る

農
地
の
借
受
希
望
者
募
集

奨
学
金
返
還
支
援
事
業
（
市
町
村
連
携
）
の

募
集
に
つ
い
て

県
営
住
宅
入
居
者
募
集

 

小
出
ア
パ
ー
ト
1
号（
台
町
３
の
１
）

 

小
出
ア
パ
ー
ト
2
号（
台
町
３
の
2
）

 

成
田
ア
パ
ー
ト
B（
成
田
３
１
０
２
の
３
）

公
立
置
賜
総
合
病
院

職
員
募
集

山
形
県
警
察
官（
警
察
官
Ａ
区
分
）募
集
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農
業
者
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人
は
、

５
月
下
旬
に
農
業
者
年
金
基
金
か
ら
「
年
金

受
給
権
者
現
況
届
」が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、

提
出
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。
本
人
以
外

で
も
手
続
き
可
能
で
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止

の
た
め
、
距
離
を
あ
け
て
換
気
を
し
な
が
ら

行
い
ま
す
。
提
出
の
際
は
、
マ
ス
ク
着
用
・

検
温
の
徹
底
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
取
扱
時
間

　午
前
９
時
～
午
後
５
時

●
提
出
場
所

　市
農
業
委
員
会
事
務
局
（
西

置
賜
地
域
振
興
局
１
階
）

●
持
ち
物

　現
況
届
、
印
鑑

※
問
い
合
わ
せ

　市
農
業
委
員
会
事
務
局
農

業
振
興
係
☎（
87
）０
８
３
２

冬
眠
後
の
ク
マ
は
、
食
料
の
少
な
い
山

間
部
か
ら
食
料
を
求
め
て
人
里
ま
で
近
づ
く

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
雪
が
解
け
た

農
地
へ
の
イ
ノ
シ
シ
の
侵
入
跡
が
確
認
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
安
全
確
保
の
留
意
点

①
一
人
で
の
農
作
業
は
避
け
、
作
業
中
に
は

ラ
ジ
オ
や
鈴
な
ど
音
が
出
る
も
の
を
携

帯
し
、
人
の
存
在
を
知
ら
せ
る
。

②
野
生
動
物
の
行
動
が
活
発
に
な
る
早
朝
、

夕
方
の
作
業
時
は
十
分
に
気
を
付
け
る
。

●
誘
発
物
の
除
去

①
食
べ
物
や
食
べ
物
の
包
装
な
ど
の
ゴ
ミ
は

必
ず
持
ち
帰
る
。

②
生
ゴ
ミ
は
適
切
に
処
理
す
る
。

③
収
穫
物
の
収
納
庫
や
家
畜
の
飼
料
置
場
は

き
ち
ん
と
施
錠
を
し
、
管
理
を
徹
底
す
る
。

④
家
の
周
囲
の
ハ
チ
の
巣
を
除
去
す
る
。

●
ク
マ
や
イ
ノ
シ
シ
に
遭
遇
し
た
場
合

①
幼
獣
を
見
た
ら
近
く
に
成
獣
の
親
が
い
る

と
思
い
、
で
き
る
だ
け
早
く
遠
ざ
か
る
。

②
万
が
一
、
ク
マ
や
イ
ノ
シ
シ
に
遭
遇
し
た

ら
、
大
声
を
出
し
た
り
走
っ
て
逃
げ
た

り
せ
ず
、
ゆ
っ
く
り
後
退
し
て
そ
の
場

か
ら
離
れ
る
。

③
犬
を
連
れ
て
い
る
と
猟
犬
と
判
断
し
襲
う

可
能
性
が
あ
る
た
め
、
即
座
に
リ
ー
ド

を
手
放
し
犬
と
別
れ
て
避
難
す
る
。

※
問
い
合
わ
せ
　
市
農
林
課
☎
（
87
）０
８

　

３
１
、
市
総
務
課
☎
（
84
）２
１
１
１
（
休

日
は
日
直
対
応
）

農
業
者
年
金
現
況
届
提
出
を

お
忘
れ
な
く

6月の市民課延長窓口

１ 日月  ・８日月    

　市民課（1 番窓口）では、以下の業務につ

いて午後 6 時まで窓口を延長しています。

【マイナンバーカードの申請、住民票の写し、

戸籍全部（個人）事項証明書、所得証明書、印

鑑登録証明書などの交付ができます。運転免

許証などの身分証明書をお持ちください】

※問い合わせ　市役所市民課☎（87)0681

 15日月  ・22日月  ・29日月      

今月の納税

納期限　6月1日 月

●固定資産税（1期）

●保育料等5月分

◇納付に関して不明な点や相談

がある場合は、市税務課収納

係までご連絡ください。

※問い合わせ 市税務課収納係

　☎（87)0683

令和元年度

 人権啓発標語コンテスト

 入選

支え合う

心が笑顔の

架け橋に

金田 けさ子 さん

森

地区（住所） 提出日

平野
平山 6月1日㈪

九野本 6月2日㈫、3日㈬
中央 6月4日㈭

伊佐沢 6月5日㈮

豊田
泉・時庭・河井 6月8日㈪

歌丸・今泉 6月9日㈫

西根

寺泉 6月10日㈬
草岡 6月11日㈭

川原沢・勧進代 6月12日㈮

致芳
五十川 6月15日㈪

成田・白兎・森 6月16日㈫

■農業者年金現況届提出日

ク
マ
・
イ
ノ
シ
シ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

6月のマイナンバーカード窓口

 14日日  ・28日日    
午前9時～午後0時45分

●申　請　通知カード、本人確認書類をお持
ちください。

◇顔写真は市民課でも撮影できます。
●カードの受け取り　交付通知はがき、通知

カード、本人確認書類（2点）、印鑑、住基カー
ド（お持ちの人）を持ってお越しください。

●カードの更新　マイナンバーカードをお持
ちください。

※問い合わせ　市役所市民課☎（87）0681

6月の相談コーナー
弁護士相談（要予約）

　17日㈬ 10：00～15：10

司法書士相談（要予約） 

　10日㈬ 10：00～12：00

社会保険労務士相談（要予約） 

　9日㈫ 10：00～12：00

人権相談

　18日㈭ 10：00～12：00

行政相談（要予約）

　11日㈭ 10：00～12：00

行政書士相談 

　23日㈫ 10：00～12：00

年金相談（場所 /白鷹町中央公民

館、要予約 /白鷹町役場町民課戸

籍年金係）☎ 0238（85）6129

　17日㈬ 10：00～14：00

結婚相談・消費生活相談

毎週月曜日～金曜日

9：00～ 16：30

◎相談は無料、秘密は守られます。

お気軽にご相談ください。

※問い合わせ　市役所市民相談セ

ンター☎（87）0682

7　 　広報ながい　2020．5．15
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「広報ながい」は大豆油インクを使用しています。

中央コミセン(交流センターふらり内） ☎（84）5869

致芳コミセン ☎（84）6337

西根コミセン ☎（84）6326

平野コミセン ☎（88）2441

子
育
て
世
帯
の
生
活
を
支
援
す
る
た
め

に
一
時
金
を
支
給
し
ま
す
。

●
支
給
対
象
者
　
令
和
２
年
４
月
分
（
３
月

分
を
含
む
）
の
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い

る
人

(

所
得
制
限
限
度
額
以
上
の
人
は
対

象
外
）

●
対
象
児
童
　
令
和
２
年
４
月
分
の
児
童
手

当
支
給
の
対
象
と
な
る
児
童

◇
た
だ
し
、
同
年
３
月
分
の
児
童
手
当
支
給

の
対
象
で
あ
れ
ば
、
４
月
か
ら
新
高
校

１
年
生
と
な
っ
て
い
る
場
合
も
対
象
と

な
り
ま
す
。

●
給
付
額
　

1
人
に
つ
き
１
万
円

●
支
給
時
期
　
公
務
員
以
外
の
人
に
は
、
６

月
10
日
㈬
に
支
給
し
ま
す
。
公
務
員
の

人
に
は
申
請
後
に
支
給
し
ま
す
。

●
支
給
方
法
　
令
和
２
年
４
月
分
（
３
月
分

を
含
む
）の
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る

口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。
受
給
を
拒
否

す
る
人
は
、
５
月
29
日
㈮
ま
で
に
申
出

書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
申

出
書
が
必
要
な
人
は
、
市
子
育
て
推
進

課
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。

◇
児
童
手
当
の
支
給
に
当
た
っ
て
指
定
口

座
を
解
約
す
る
な
ど
、
給
付
金
の
支
給

に
支
障
が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
は
、

あ
ら
か
じ
め
市
子
育
て
推
進
課
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

●
申
請
方
法

　
公
務
員
以
外
の
人
は
申
請
不

要
で
す
。
公
務
員
の
人
は
各
職
場
か
ら

申
請
書
が
配
布
さ
れ
ま
す
の
で
、
市
子

育
て
推
進
課
に
郵
送
、
ま
た
は
窓
口
へ

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
〒
９
９
３
・
８
６
０
１

　
ま
ま
の
上
５
の

１
　
長
井
市
役
所
子
育
て
推
進
課

　
宛

※
問
い
合
わ
せ
　
市
子
育
て
推
進
課
☎（
87
）

０
６
８
７

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
流
行
拡

大
防
止
に
配
慮
し
、
不
登
校
・
ひ
き
こ
も
り

に
関
し
て
、
電
話
、
メ
ー
ル
、
ア
プ
リ
を
利

用
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
を
行
い
ま
す
。
ま

ず
は
電
話
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
相
談
窓
口
　
N
P
O
法
人
か
ら
・
こ
ろ
セ

ン
タ
ー
☎
０
２
３
８（
21
）６
４
３
６
、

　☎
０
８
０（
２
８
０
５
）２
９
９
８

※
問
い
合
わ
せ

　
市
健
康
課
☎
（
84
）６
８

　

２
２

広
報
な
が
い
４
月
15
日
号
で
お
知
ら
せ

し
た
献
血
の
日
程
が
変
更
に
な
り
ま
す
。

●
い

　つ
　
５
月
19
日
㈫
午
後
１
時
30
分

～
３
時
30
分

●
会

　場

　変
更
前
　
㈱
山
口
製
作
所

　変
更
後
　
サ
ン
リ
ッ
ト
工
業
㈱（
今
泉
）

※
問
い
合
わ
せ

　
市
健
康
課
☎
（
84
）６
８ 

２
２

期日 場　所 電話番号

7日㈰ みわき歯科クリニック

（米沢）
0238（24）2418

14日㈰ 赤間歯科医院 （88）2218

21日㈰ 春日歯科医院（米沢） 0238（22）3030

28日㈰ ますぶちデンタルクリニック

（高畠）
0238（52）0014

■ 6月の置賜地区休日診療歯科医院

期日 会場・時間

20日㈯

小笠原建設㈱
機材センター
8：30～11：30

道の駅
川のみなと長井
13：30～15：30

■ 6月の献血

◇400㎖献血にご協力くだ
さい。

※問い合わせ
　市健康課☎（84）6822

( 注 ) コミセンはコミュニティセンターの略称

○共育セミナー「なかよしくらぶ」　木曜日
○食の安全安心事業「畑の楽耕」　土曜日または日曜日

コミュニティセンター6月の予定

○かんぽウォークラリー大会 6日㈯8：30 白兎葉山神社
〇青壮年ソフトボール大会　7日㈰7：30 森河川敷グラウンド

〇健康教室 1日㈪、15日㈪、29日19：30

〇健美操教室 4日㈭、11日㈭、18日㈭、25日㈭19：30

○ヨガ教室 5日㈮、19日㈮19：30

○吹き矢教室 14日㈰、28日㈰10：00
〇ノルディック・ウォーキング教室
　2日㈫、9日㈫、16日㈫、23日㈫、30日㈫9:30
○西根っこ広場 17日㈬10:00 
〇料理教室 17日㈬10:00
〇生け花教室 22日㈪15:00

○ストレッチ教室　5日㈮、12日㈮、19日㈮、26日㈮19：30 
○さつき展 13日㈯9：00～16：00、14日㈰9：00～14：00
〇公民館対抗ソフトボール・ビーチバレーボール大会　14日㈰8：30

（詳細は各コミセンへ）

N
a
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 p

u
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e

広
報
な
が
い

❺

令
和
２
年
度
子
育
て
世
帯
へ
の

臨
時
特
別
給
付
金
の
ご
案
内

献
血
日
程
変
更
の
お
知
ら
せ

不
登
校
・
ひ
き
こ
も
り
の

オ
ン
ラ
イ
ン
相
談

〇水と緑の感謝祭 28日㈰9：00　21世紀不伐の森

【お詫びと訂正】広報ながい 5月 1日号 6ページで紹介した長井市消防団幹部の名前に誤りがありました。

                       お詫びして訂正します。　誤）第 5分団副分団長（豊田地区）遠藤孝弘　⇒　正）遠藤孝広

新型コロナウイルス感染症に
関する相談窓口

●健康に関する相談

　市健康課（保健センター内）

　☎（84）6822

●商工業に関する相談

　市商工観光課（西置賜地域振興局

　庁舎・タス内）

　☎（87）0827

◇受付時間は 8:30～17:15です。




